
見守リリー▶

南海線「泉佐野」駅前
　　　☎469-2240 

相談はお早めに
　センターへ！！

相談受付
　午前9時～
　　午後4時30分

◎高齢者相談
月～金曜日 8:45～17:15
社会福祉センター 2階
（問合先：地域包括支援センター ☎464-2977 
Fax462-5400）
◎障害者相談
月～金曜日 8:45～17:15
社会福祉センター 2階
（問合先：基幹相談支援センター あいと ☎464-
3830 Fax462-5400）
◎高齢者・障害者の権利擁護に関する相談
月～金曜日 8:45～17:15
社会福祉センター 2階
（問合先：泉佐野市権利擁護支援センター【社
会福祉協議会内】 ☎464-2259 Fax462-5400)
◎赤ちゃん相談会【予約制】
第4木曜日 13:30～14:10
保健センター（☎463-6001）
◎健康相談・栄養相談【予約制】
第3火曜日 9:30～12:00
保健センター（☎463-6001）
◎肝炎ウイルス検査【予約制】
第1水曜日（祝日除く） 9:30～10:00
泉佐野保健所（☎462-7703）
◎HIV即日検査（匿名可）
第1・3月曜日（祝日除く） 13:00～14:00
泉佐野保健所（☎462-7703）
◎風しん抗体検査【予約制】
第1・3月曜日（祝日除く） 10:00～11:00
泉佐野保健所（☎462-7703）
◎こころの健康相談（アルコール依存症・
認知症含む）【予約制】
月～金曜日（祝日除く） 9:00～17:45
来所の場合は電話で予約してください。
泉佐野保健所（☎462-4600）
◎医療に関する相談
月～金曜日（祝日除く） 9:00～16:00
泉佐野保健所（☎462-7701）　

◎行政書士相談【予約制】
第4金曜日 13:00～16:00　市役所1階相談室
申込　大阪府行政書士会泉州支部
　　　（☎483-7373）
◎税務相談
第3水曜日（2・3月除く） 13:00～16:00
市役所1階相談室（問合先：税務課）
◎国保夜間納付相談
第3木曜日 17:30～20:00　国保年金課
◎後期高齢者医療保険料納付相談
第3木曜日 17:30～20:00　国保年金課
◎家庭児童相談（☎463-1937）
月～金曜日 9:00～17:00
◎子どもフリーダイヤル（ 0120-510-783）
月～金曜日 9:00～17:00
◎育児相談
●月～金曜日 9:00～16:00
泉佐野すえひろ保育園（☎466-5826）
●月～金曜日 10:00～16:00
地域子育て支援センター（☎469-3700）
◎子育て電話相談
鶴原保育園（☎463-0065）
月～金曜日 10:00～16:00
◎母子・父子・寡婦家庭の相談
月～水・金曜日 9:00～17:00　子育て支援課
◎教育相談
●さわやかルーム（☎463-5933）
月～金曜日 9:00～15:30
●シャイン（☎464-8750）
月～金曜日 10:15～15:30
◎身障者相談
第2・4金曜日 13:00～16:00
社会福祉センター2階（問合先：障害福祉総務課）
◎知的障害児（者）よろず相談
第4金曜日 10:00～12:00 
社会福祉センター2階（問合先：障害福祉総務課）
◎心配ごと相談
月曜日 13:00～16:00
社会福祉センター 2階
（問合先 ：社会福祉協議会 ☎464-2259）

各種相談の案内　気軽に相談してください。なお、祝・休日にあたるときは変更する場合があります。
◎法律相談【予約制】
月曜日（第2月曜日除く)、第2水曜日
13:00～16:35
市役所1階相談室（問合先：人権推進課）
◎労働相談【予約制】
第2木曜日 13:00～15:00
市役所1階相談室（問合先 ：人権推進課）
◎行政相談
第3月曜日 13:30～16:00
市役所会議室（問合先：人権推進課）
◎人権擁護委員による人権相談
第3月曜日 13:30～16:00
市役所会議室ほか（問合先：人権推進課）
◎総合生活相談　（人権侵害・就労支援・進路
選択支援・生活相談）
●月～金曜日 9:30～16:30
人権推進課
北部市民交流センター本館（☎464-5726）
南部市民交流センター本館（☎466-6464）
まちの活性課（就労支援のみ ☎469-3131）
●火～金曜日 9:30～16:30
公益社団法人 泉佐野市人権協会（☎458-
7444）
●第3土曜日 10:00～12:00【予約制】
申込・問合先　その週の月曜日までに人権推
進課へ
◎女性のための電話相談（☎469-7402）
第1～4水曜日 10:00～12:00、13:00～15:00
問合先　いずみさの女性センター
　　　　（☎469-7125）
◎経営相談【予約制】 
第1・3・5火曜日（11・12・1月は毎週火
曜日）10:00～17:00
市役所1階相談室（問合先：まちの活性課
☎469-3131）
◎消費生活相談
月～金曜日 9:00～16:30
消費生活センター（☎469-2240）
◎司法書士総合相談【予約制】
水曜日 13:30～16:30　消費生活センター
申込　大阪司法書士会（☎06-6943-6099）
受付　月～金曜日 10:00～16:00
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こ
れ
ま
で
家
庭
の
電
気
は
、
ど
の

電
力
会
社
か
ら
購
入
す
る
か
選
択

で
き
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
４
月
か
ら

全
面
自
由
化
に
な
り
、
参
入
し
た
業

者
の
サ
ー
ビ
ス
や
料
金
メ
ニ
ュ
ー
を

比
較
し
、
契
約
で
き
る
よ
う
に
な
り

ま
す
。
し
か
し
、
元
の
電
力
会
社
が

管
理
運
営
す
る
既
存
の
送
電
線
・
配

電
線
を
経
由
し
て
送
電
さ
れ
ま
す
の

で
、
新
規
に
自
宅
に
電
線
が
引
か
れ

る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
送
電
線

の
利
用
費
用
は
、
小
売
電
気
業
者
が

託
送
料
金
と
し
て
元
の
電
力
会
社
に

支
払
い
ま
す
。
消
費
者
と
し
て
は
、

停
電
時
は
ど
こ
に
連
絡
し
た
ら
い
い

の
か
？
万
一
、
倒
産
し
た
時
は
ど

う
な
る
の
か
？
料
金
は
ど
う
な
る
の

か
？
な
ど
の
様
々
な
疑
問
が
あ
り
ま

す
。
予
備
知
識
を
得
る
に
は
、
電
力

取
引
監
視
委
員
会
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

な
ど
を
参
考
に
し
ま
し
ょ
う
。

　

ま
た
、
４
月
１
日
ま
で
に
何
も
手

続
き
し
な
い
場
合
は
、
現
在
の
電
力

電力の小売全面自由化に伴う
便乗商法に注意！

会
社
が
引
き
続
き
供
給
し
ま
す
。
自

由
化
ス
タ
ー
ト
に
伴
い
、不
審
販
売
・

便
乗
商
法
が
発
生
し
て
い
ま
す
。

【
事
例
】

●
「
来
月
か
ら
電
気
代
を
４
割
安
く

す
る
」
と
の
電
話
が
あ
っ
た
が
…

　

自
由
な
料
金
設
定
が
可
能
に
な
り

ま
す
が
、「
４
割
安
く
」
と
断
定
で

き
る
根
拠
は
あ
り
ま
せ
ん
。

●
「
自
由
化
前
に
太
陽
光
発
電
シ
ス

テ
ム
を
設
置
し
、
売
電
す
れ
ば
儲
か

る
」
と
の
電
話
が
あ
っ
た
が
…

　

自
由
化
後
、
小
売
り
電
気
事
業
者

と
し
て
登
録
し
な
け
れ
ば
、
違
法
販

売
に
な
り
ま
す
。

【
ア
ド
バ
イ
ス
】

●
小
売
電
気
事
業
者
は
登
録
制
で
す
。

契
約
時
に
は
特
に
工
事
は
必
要
な
く
、

原
則
的
に
費
用
が
か
か
る
こ
と
は
あ

り
ま
せ
ん
。
登
録
と
居
住
地
が
業
者

の
供
給
地
域
か
も
確
認
し
ま
し
ょ
う
。

●「
お
得
で
す
」「
料
金
が
安
く
な
る
」

と
勧
誘
さ
れ
て
も
、
ど
の
よ
う
な
条

件
で
安
く
な
る
の
か
（
電
力
以
外
の

商
品
や
サ
ー
ビ
ス
契
約
と
の
セ
ッ
ト

料
金
、
長
期
間
契
約
、
解
約
時
の
違

約
金
な
ど
）、
よ
く
確
認
し
ま
し
ょ

う
。
電
気
事
業
法
で
は
契
約
条
件
の

説
明
義
務
、
契
約
書
面
交
付
義
務
が

あ
り
ま
す
。
書
面
で
し
っ
か
り
確
認

し
ま
し
ょ
う
。
契
約
は
慎
重
に
！

小
売
自
由
化
制
度
や
登
録
な
ど
の

問
い
合
わ
せ
は
…

【
経
産
省
の
専
用
ナ
ビ
ダ
イ
ヤ
ル
】
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